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趣旨・基本的な方針 

 

 

 

 男女共同参画の推進により目指すべき社会は、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの
意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、均等に
政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担う社会」
です。 
 
 
 京都府では、男女共同参画社会の実現に向けて、現在「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」
（対象期間令和３年度～令和 12 年度（10 年間））に基づき、取組を進めています。 
 
 その結果、社会の多くの分野で女性の参画が進み、活躍する女性も増えるなど一定の進展が見
られています。しかし、性別による固定的な役割分担意識は根強く残っており、政治・経済・社
会等、さまざまな分野において政策・方針決定過程への女性の参画は依然として少ないこと、就
労・雇用分野における機会や待遇の男女差が依然として大きく残っていることなど、多くの課題
も残されている状況です。 
 
 こうした中、「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」について、策定（令和３年３月）後の社
会情勢の変化に伴う新たな課題に対応するため、中間年となる本年度に、国の第６次男女共同参
画基本計画の策定状況を踏まえ、施策の見直しを行うこととしました。 

 
 
  〇 施策見直し後の対象期間：令和８年度～令和 12 年度 
 
 
  〇 施策見直し根拠（「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」趣旨から抜粋） 
     「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」の対象期間は、令和３年度から令和 12 年度 

（10 年間）です。ただし、この間の社会情勢の変化に伴う新たな課題に対応するため、 
５年後に施策の見直しを行います。 

 

 

 

 

１ 重点分野の体系等 
 

   〇「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」（令和３年度～令和 12 年度）の中間的な施策見直 
   しであり、現行の 10 の重点分野は、男女共同参画の基本的な取組であるため、継続して設 
   定します。 
 
 

２ ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）策定（令和３年３月）後の状況変化 
(1) 国の主な取組 

〇令和元年５月、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公
表義務の対象の拡大（常時雇用する労働者 301 人以上から 101 人以上の事業主へ）、中小
企業におけるパワー・ハラスメント防止のため事業主の雇用管理上の措置義務の新設など
を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）の一部を
改正する法律」が成立し、令和４年４月に全面施行されました。 

 
 

Ⅰ 趣旨 

Ⅱ 基本的な方針 
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〇令和３年６月、男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後の時期における柔軟な育児
休業の枠組み（通称：産後パパ育休）の創設などを定めた「育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）および雇用保険法の一
部を改正する法律」が成立し、令和４年 10 月に施行されました。 

 
 
〇令和４年５月、国・都道府県に困難な問題を抱える女性への支援に必要な施策を講じる責 

   務を明記し、都道府県に基本計画の策定の義務付けなどを定めた「困難な問題を抱える女 
性への支援に関する法律」（困難女性支援法）が可決・成立し令和６年４月に施行されま 
した。 

 
 
〇令和５年５月、保護命令制度の拡充や保護命令違反の厳罰化、協議会の法定化などを定め

た「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）の一
部を改正する法律」が可決・成立し、令和６年４月に施行されました。 

 
 
〇令和６年５月、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、テレワークの導入や小学

校３年生までの看護休暇の範囲の拡大、介護に直面した労働者への介護休業制度・両立支
援制度の周知義務などを定めた「育児・介護休業法の一部を改正する法律」が成立し、令
和７年４月に施行されました。 

 
 
〇令和７年６月、時限立法である女性活躍推進法の 10 年間の期間延長（令和 17 年度まで）

や、労働者 101 人以上の企業に男女間賃金格差、女性管理職比率の公表の義務付けなどを
定めた「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律（労働施策総合推進法）等の一部を改正する法律」が成立しました。 

 
 
〇令和７年６月、男女共同参画に関する施策を総合的に行う「ナショナルセンター」として、

専門的な調査や研究、男女共同参画センターに対する助言等を行う独立行政法人男女共同
参画機構を新設することを定めた「独立行政法人男女共同参画機構法（機構法）」が成立
しました。 

 
 
〇令和７年 12 月、令和 12 年度末までに実施する施策の基本的な方向性と具体的な取組を取

りまとめた「第６次男女共同参画基本計画」が策定される予定です。 
 

 
(2) 京都府の主な取組 

〇令和３年８月、「生涯学び・働き続けることのできる社会」を実現させるため、リカレン
ト研修の提供を中心に、キャリア相談から求人情報とのマッチングまで一貫して支援する
「京都府生涯現役クリエイティブセンター」を開設しました。 

 
 
〇令和４年 12 月、府政運営の羅針盤である京都府総合計画を、「あたたかい京都づくり」の

３つの視点（「安心」「温もり」「ゆめ実現」）を踏まえ、１年前倒しで改定しました。
計画においては、「誰もが活躍できる生涯現役・共生京都の実現」など、８つのビジョン
を掲げ、施策を推進しています。 

 
 

〇令和５年 12 月、子どもや子育て世代をはじめ、全ての人にとって暮らしやすい「子育て環 
境日本一」の京都の実現に向けて、ジェンダーギャップ０（ゼロ）プロジェクトなどを重
点プロジェクトに位置付けた「京都府子育て環境日本一推進戦略」を改定しました。 
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〇令和６年３月、困難女性支援法の成立を踏まえ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を
図るため、女性が安心してかつ自立して暮らせる社会の実現のために府が実施すべき施策
等を定めた「困難な問題を抱える女性への支援に関する京都府基本計画」を策定しました。 

 
 
〇令和６年３月、被害者自身や周囲による被害への気づきを促進し、地域における身近な相

談から保護・社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、ⅮⅤを容認しない社会の
さらなる実現をめざすため、「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に
関する計画（第５次）」を策定しました。 

 
 

(3) 社会情勢の変化に伴う新たな課題等 
①  女性の就業率の上昇に伴う共働き世帯の増加 

令和６年時点で、共働き世帯数は専業主婦世帯数の３倍以上となっており、夫婦ともに
フルタイムの共働き世帯数も増加傾向にある中、長時間労働や女性への家事・育児等の負
担の偏り、その根底にある固定的な性別役割分担意識等によって、育児や介護をはじめと
したライフイベントに際し、女性の仕事と生活の両立やキャリア形成が困難となる状況が
みられます。また、特に女性の心身の状態は、年代や月経・妊娠・閉経等に伴う内分泌環
境の変化により大きく変化するという特性があり、働く女性のライフステージごとの健康
課題に対し、仕事との両立支援が必要です。 

 
 

②  人口減少の進展に伴う担い手不足、若者の地域からの転出超過 
人口減少に伴う担い手不足の中、京都府内には多くの大学があるにも関わらず、令和７

年３月に卒業した京都府内の大学生・短期大学生の府内企業就職率は 16.6％と、若者の府
内就職率の向上が課題となっています。また、令和６年の人口移動の状況を男女別にみる
と、女性は東京都、神奈川県、大阪府など大都市圏の７都府県のみが転入超過となってお
り、その他の 40 道府県は転出超過となっています。さらに、男女ともに 18 歳から 20 代に
かけて特に 22 歳をピークに移動率が高くなっており、進学や就職、結婚、子育て等を機に
移動している者が多い状況となっています。 
 

 

③  テクノロジーの進展・利活用の広まり 
近年、生成ＡＩ等の最先端のテクノロジーが急速に発展し、ビジネスや学術活動等にお

いて活用され始めるなど、我々の生活に大きな影響を及ぼしている中で、ＩＴ技術者に占
める女性の割合は約２割と低水準にとどまっています。また、大学・大学院生における専
攻分野別の女性比率についても、理工系学部が低い状況です。 

 

 

３ 施策の方向性 
 

「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」に、社会情勢の変化に対応した施策を充実・強化し、
以下の視点等を踏まえ、女性に選ばれ、活躍できる京都づくりを推進します。 

 
 

（1） 仕事と生活（育児・介護・健康課題等）の両立に向けた男性も女性も働きやすく、活躍
できる職場づくり 

男性も女性も全ての人が、仕事と子育て・介護・健康課題などを含む生活が両立でき、キ
ャリア形成やリスキリングの機会を得ながら、その能力を十分に発揮することができる環境
を整備することが重要であり、誰もが働きやすく、活躍できる職場環境づくりを進めます。 

 
 

（2） 学生等の府内企業への就職促進、若者が子育てしやすく安心できる地域づくり 
京都で学んだ学生や京都府出身者のＵターン等も含めて府内企業への就職・定着を促進す
るため、企業側も学生が希望する働き方等を認識し、学生が府内企業の魅力を知る取組を
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進めます。さらに、若者が様々な活動に参画でき、安心して子育てができる、災害にも強
く暮らしやすい地域づくりを進めます。 

 

 

（3） 科学技術分野への女性の参画促進 
デジタル分野を始めとするテクノロジーの急速な進展に向けて、男女が共にテクノロジー 

の発展に寄与し、性別に関わらず誰もがその恩恵を享受できるよう、女性の更なる参画拡大 

を進めます。 
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分野別の状況と対応する施策            

 

 

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大 

 

(1) 現状と課題 

女性の活躍推進が国の成長戦略の中核に位置づけられ、「社会のあらゆる分野において、2020 
年までに指導的地位に女性が占める割合を 30％程度とすること」（以下「30％目標」という。）
という国の目標は 2025 年になった現在もまだ達成できていない状況ではありますが、府庁の課
長職相当以上に占める女性の割合や、民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合は、いず
れも高まっており、女性の就業率も上昇するなど、社会全体で女性の活躍の動きが拡大してい
ます。各分野における状況を把握しきめ細やかに対応しつつ、引き続き、2020 年代の可能な限
り早期に指導的地位に占める女性の割合が 30％程度となることを目指し、女性の参画拡大の動
きをさらに加速していく取組が必要です。【図１・図２・図３】 

  

①  京都府の状況 

審議会等の委員の女性比率は、現行計画の目標である 40％（令和７年度）に対して 35.5 
％（令和６年度末）、また、府庁の女性管理職（課長級以上）の女性比率についても、目標 
である 21％（京都府における女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画において、20%
に改定）に対して 19.4％（令和７年度）となっています。 

このように管理職への女性登用は徐々に進んでいるものの、行政委員会委員の女性比率が
19.0％（令和６年度）であるなど、意思決定に関わる分野での女性の登用はまだ低い状況で
す。 

 

②  市町村、教育機関及び企業等の状況 

京都府内の市町村における審議会等の委員の女性比率は、31.9％となっており、全国平均 
29.0%より高い比率となっています。また、京都府内の小中高等学校の教職員校長・教頭以上
における女性比率は校長が、小学校 31.1％、中学校 15.3％、高等学校 11.8％、教頭以上は、
小学校 31.1%、中学校 19.5%、高等学校 17.3%となっており、全て全国平均より高い比率とな
っています。子どもにとって女性の活躍のモデルとなるという面でも、教育現場での指導的
地位への女性の参画の拡大は重要です。 

京都府内における女性正社員の割合を職階別にみると、係長未満正社員の割合が 35.8％で
あるのに対し、係長相当職では、21.4％、課長相当職以上では、10.9％と職階が上がるほど
低くなっており、女性の登用は進んでいますが、まだ十分ではなく、さらに企業等における
女性活躍を推進する必要があります。 

職場における女性の登用が進まない理由としては、依然として家事・育児・介護等の負担が
女性に偏っていること、長時間労働や転居を伴う転勤といった従来型の男性中心の労働慣行
や、研修等キャリア形成の機会の男女差、出産・育児に伴う退職等により勤続年数が短いこ
となどがあげられます。 

 

③  女性の医師、研究者、専門職等の状況 

医師については、医師国家試験合格者の女性比率は 36.3％（令和６年度）であり、全国の 
医療施設に従事する医師に占める女性比率も徐々に高くなっていますが、23.6％（令和４年） 
1と依然として低い状況です。 

令和６年度の大学院修了者の女性比率は修士課程 31.9％、博士課程 34.9％2であり、研究者 
の女性比率も徐々に高くなっていますが、まだ 18.5％です3。 

女性の医師や研究者が少ない原因は、理工系に進学する女子学生が少ないこと、妊娠や出産、
子育て等と仕事や研究との両立が困難であるため退職する女性の医師・研究者が多いこと、
また、長期のブランクを経た後の復帰が困難であることなどがあげられます。 

 
1「令和４年医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省） 
2 ｢令和６年度学校基本調査」（文部科学省） 
3 ｢令和６年版科学技術研究調査｣（総務省） 

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大 
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近年、生成ＡＩ等の最先端のテクノロジーが急速に発展し、既に我々の生活に大きな影響
を及ぼしています。男女が共にテクノロジーの発展に寄与し、性別に関わらず、誰もがその
恩恵を享受できるよう取り組むとともに、性差の視点を取り込むことによって創出される「ジ
ェンダード・イノベーション」4の視点を持つことが重要です。 
 また、司法分野や公認会計士（16.4％）等の専門職の女性比率の向上も重要です。【図１】 

 
(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇京都府庁における女性職員の積極的な育成・登用拡大を図ります。 

 

〇市町村と連携し、自治会やＰＴＡといった地域団体への女性参画に関する好事例の共有・
情報発信など、地域における女性の主体的な役割・責任ある役割への参画を推進します。 

 

〇女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定を推進するとともに、策定した計画の取
組の実施や目標達成のための環境整備など、計画の着実な実行を伴走支援します。 

 

〇未来の女性研究者・技術者やそれらを目指す学生の育成・裾野拡大のため、府内企業や大
学との協働により、女子中高生のＳＴＥＡＭ5分野への進路選択を推進するとともに、就活
イベントとタイアップするなど理系人材の掘り起こしにつながる就業を支援します。 

 

〇京都府生涯現役クリエイティブセンターにおいて、女性デジタル人材の育成、再就職に向
けたマッチングを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 性差等を考慮した研究・技術開発を実施し、より有効な研究効果を生み出し、その研究成果を社会の向上に役立てると

ともに、性差のみならず、性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の交差性も考慮することで、より多様なニーズに対

応しうる研究・技術開発 
5 “Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”科学・技術・工学・数学といった理系分野に創造性教

育を加えた教育理念 
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２ 生活の場（家庭・地域）における男女共同参画の推進 

 

(1) 現状と課題 
急速な少子高齢化・人口減少の進展、国民の価値観の多様化が進む中、持続可能な地域社会、 

活力あふれる京都を将来にわたって維持していくためには、人とコミュニティを大切にする 

共生社会の実現に向け、男女共同参画の推進を図ることにより、女性にも選ばれる地域づくり
が求められています。男女がともに、希望に応じた生き方・働き方を選択でき、安心して結婚
・出産・子育て・介護等ができる京都の実現を目指すとともに、男性も女性も活躍することに
より地域における諸課題の解決を図り、地域の魅力向上に向けた地域活動の促進を図る必要が
あります。 
 
①  身近な生活の場における男女共同参画の推進 

家庭や地域で男女共同参画を推進していくためには、固定的な性別役割分担意識を解消す
るための意識啓発等の取組に加えて、ワーク・ライフ・バランスの推進による男性の家庭や
地域社会への参加促進や働く女性の仕事と家事の両立による負担の軽減など、男女共同参画
の視点で家庭や地域社会の具体的な課題解決につながるような取組を進める必要がありま
す。 

 

② 地域活動の支援及び地域団体への女性の参画促進 

 福祉、環境、防災、まちづくり、伝統行事等も含めた地域おこし等のさまざまな分野にお
いて、男女の多様な視点と能力を活かすために、男女の協働による取組の促進が必要です。 
 女性の地域活動を促進するために、能力向上や仲間づくりの機会提供、活動拠点の整備、
活動する女性同士の地域の枠を越えた交流や、活動の成果を地域住民に提示できる機会等が
必要であるとともに、高齢男性の地域活動促進も重要な課題となっています。 
 また、府内の女性自治会長の比率は 9.5％（令和６年度）であり、地域活動において中心
的な役割を果たす女性リーダーの育成や、自治会やＰＴＡ、農業委員会、ＮＰＯ等、地域の
さまざまな団体の代表者や役員の女性比率の向上が必要です。  
 

(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇地域における若年層や専業主婦等の意見を聞く仕組みを拡充し、施策につなげます。 

 

〇地域における様々な関係機関・団体と連携・協働する「京都府男女共同参画センター（ら
ら京都）」を拠点として、地域で活動する団体・個人の発掘・育成を行うほか、活動情報
を一元化して発信するとともに、さらなるネットワークの構築と相互連携を図り、地域で
活躍する女性の参画を推進します。 

 

〇女性の起業、ＮＰＯ活動への参画促進、地域創生を担う女性起業家等を育成する取組を推
進します。 

 

〇京都府農林水産業人材確保・育成センターを核とした女性農業者の経営への参画促進や経
営能力の向上に取り組む「京の農林女子ネットワーク」の活動を推進します。 

 

〇市町村と連携し、自治会やＰＴＡといった地域団体への女性参画に関する好事例の共有・
情報発信など、地域における女性の主体的な役割・責任ある役割への参画を推進します。
【再掲】 
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３ 就労・雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

 
(1) 現状と課題 

 

①  女性の就業 

  共働き世帯が増加し、女性の就業率が上昇しており、いわゆるＭ字カーブ6問題は解消に
向かっています。【図４・図５】 
一方で、出産を契機に女性が非正規雇用化するいわゆる L 字カーブ問題が続いているこ

とや、子育てや介護等を理由に就業を希望しながら求職していない女性が依然として多い
ことは、経済の発展の観点からも大きな損失となっています。 

         また、出産・育児等のために退職した女性が、希望に沿った再就職等ができるような支
援や環境整備も重要であり、今般の急速なテクノロジーの進展に伴い、今後の需要拡大が
期待されるデジタル人材の育成も必要です。【図６】 

 

②  男女の機会・待遇の均等 

         男女雇用機会均等法など法制度は整備されてきましたが、多くの職場で、実質的な男女
の機会・待遇の均等が実現しているとはいい難い状況があります。 

         たとえば一般労働者7の所定内給与額8は、女性は男性に対して 75.8％(全国)、80.5%(京
都府)9となっています。その要因として、女性は男性に比べて相対的に低賃金・不安定な
非正規雇用が多いこと、平均勤続年数が短く管理職比率も低いことが指摘されています。 

         また、管理職の労働時間の多さや仕事と家庭の両立の困難さを理由に、管理職になるこ
とを希望しない女性も多く、働きやすい職場づくりの推進とともに、女性の昇進意欲の醸
成を図ることも重要です。 

         さらに、セクシュアル・ハラスメント10やパワー・ハラスメント11、マタニティ・ハラス
メント12、カスタマーハラスメント13等のハラスメントへの対応も必要です。 

 

③  起業・創業、女性の参画が少ない業界における就業支援 

         女性による起業や雇用によらない働き方等は、多様な働き方の一つとして、また、女性
の視点や能力を活かした社会の活性化のためにも重要です。京都府の起業家に占める女性
の割合は、22.7％（令和４年）と全国平均の 22.3%とほぼ同水準であり、さらに女性の起
業を後押しするためには、起業・経営に必要な知識・ノウハウの習得支援、ハラスメント
対策などを講じることが必要です。【図７】 

         また、建設業や運輸交通業等の女性の参画が十分でない業種での、女性の就業及び定着
を促進する必要があります。農林水産業においては、農林水産業を支え、発展させていく
上で、女性は重要な役割を果たしていますが、農林水産業の就業者数が減少し続ける中で、
例えば基幹的農業従事者に占める女性の割合は低下傾向にあり、都市部への女性の流出が
続き農山漁村への還流・流入は少ない状況です。 

 

④  ワーク・ライフ・バランスの重要性  

 共働き世帯が増加する中、京都府の６歳未満の子どもがいる世帯（夫婦と子どもの世帯)
の夫が家事や育児に費やす時間は一日 118 分、妻が費やす時間は一日 421 分であり、夫と
妻の時間の差は 303 分となっています14。【図８】 
週 60 時間以上働く男性の割合は、全国平均より上回っており、男性の長時間労働は、子 

 
6 女性の年齢階層別労働力率を示す折れ線グラフが、結婚や出産期に当たる年代でもっとも低くなり、育児が落ち着いた

時期に再び上昇する M 字型のカーブを描くこと 
7 常用労働者のうち、パートタイム労働者以外の労働者をいう 
8 きまって支給する現金給与額のうち、時間外勤務手当等の超過労働給与額を差し引いた額をいう 
9 「令和６年度賃金構造基本統計調査結果」（厚生労働省） 
10 性的嫌がらせ 
11 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、

精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為 
12 妊娠している、もしくは出産後の女性社員に対する嫌がらせ 
13 顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為 
14 「令和３年社会生活基本調査結果」（総務省統計局） 
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育て・家事・介護・地域活動等への男性の主体的な参画を困難にし、結果として女性の家 
庭内での負担を増やしています。また、高齢社会の進展により、介護・看護と仕事の両 
立も大きな課題となっています。【図９】 

         家事・育児・介護・地域活動など、家庭での役割は男女がともに担うことが大切であり、
そのためには長時間労働を前提とした働き方を見直して、男性も家族の一員としての責任
を果たすことができる環境をつくることが必要です。 
また、企業にとっても、ワーク・ライフ・バランスを進めることは、従業員の意欲の向

上や優秀な人材の確保など経営戦略として重要です。 
         少子高齢社会のもとで、育児や介護等のため時間に制約のある従業員が働き続けるため

に、また、経済活動が世界的規模に広がっているなかで、女性を含む多様な人材を活かし
て持続的な成長につなげていくために、ダイバーシティの取組とともに企業経営者の意識
改革が必要です。特に、今後さらに高齢化が進み、また晩婚化や出産年齢の上昇に伴い、
育児や介護を行いながら働く人が、役職者も含めて男女ともに増加することが予想される
ため、多くの職場で、育児や介護と両立できる環境整備を一層進める必要があります。ま
た、介護を理由とする離職を防止するため、職場において潜在化している社員の介護実態
を顕在化し、両立支援制度の活用を普及させる取組も必要です。【図 10】 

 

⑤  学生等の府内定着 

         京都府内の人口に対する学生数の割合は全国１位であり、多くの学生が京都で学んでい
るにも関わらず、令和７年３月卒の学生の府内企業への就職率は 16.6％と若者の府内就職
率の向上が課題となっています。 

       特に女子学生については、企業における育児休業取得率や労働時間、女性管理職の割合
など働きやすい職場であるかを重視する傾向があり、学生が府内企業の魅力や特徴等を知
るだけでなく、企業側も学生が希望する働き方や求める条件等を認識する必要があります。 

         また、若年層の地域から大都市圏への転出超過傾向がある中、若者が出身地域を離れた
理由として、男女とも「希望する進学先が少なかったから」「やりたい仕事・就職先が少
なかったから」「地元を離れたかったから」と回答する者の割合が高くなっていますが、
特に「地元を離れたかったから」とする女性の割合は高く、京都で学んだ学生や京都府出
身者のＵターン等も含めた府内定着を促すためにも地域における男女共同参画の推進が必
要です。【図 11】 

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇経済団体・労働団体等と京都府・京都市・京都労働局等で構成する「輝く女性応援京都会
議」を核として、女性の活躍を更に推進します。 

 
〇女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定を推進するとともに、策定した計画の取

組の実施や目標達成のための環境整備など、計画の着実な実行を伴走支援します。【再掲】 

 
〇働くことを希望する全ての人が、育児や介護を始めとしたライフイベントに際し、仕事と

生活が両立でき、働き続けることができるよう、両立支援制度の情報発信等を強化すると
ともに、在宅ワークや共同サテライトオフィス15勤務、時差出勤など多様で柔軟な働き方
を推進します。 

 
〇女性社員のキャリア段階に応じた人材育成・能力開発や、企業の枠を超えた女性社員のコ

ミュニティの形成によるメンター制度の導入、様々なキャリアのロールモデルの見える化
などを通じて、積極的な女性の登用等を推進します。 

 
〇育休取得者の交流や復帰を支援する場の提供など、男女がともに仕事と子育ての両立を図

る上で必要となる仕組みづくりを推進します。 
 

〇京都ジョブパークマザーズジョブカフェでの女性の再就職支援及びニーズに応じた職業訓
練・ＪＰカレッジ等により女性の就業力の向上に取り組みます。 

 
15 自宅の近く等、勤務先以外の仕事場所 
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〇離職等によるブランクのある働きたい女性に対して、京都府生涯現役クリエイティブセン
ターでのリカレント教育、キャリア形成・再就職を支援します。 

 
〇職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラス

メント、カスタマーハラスメント等、ハラスメント防止対策の強化に向けた事業主や労働
者等の意識啓発を行います。 

 
〇新たなビジネスにチャレンジする女性の起業の促進や後継者の事業継承を後押しするとと

もに、関係機関とも連携し、ハラスメント対策を含めた女性が起業しやすい風土づくりを
推進します。 

 
〇京都府農林水産業人材確保・育成センターを核とした女性農業者の経営への参画促進や経

営能力の向上に取り組む「京の農林女子ネットワーク」の活動を推進します。【再掲】 
 

〇京都府庁において、効率的・効果的な業務運営等により、時間外勤務を減少させるなど、
職員のワーク・ライフ・バランスが実現できる職場環境整備をさらに推進します。 

 
〇「大学・学生のまち京都」の特性を活かし、学生等に対する京都企業の魅力発信や地域企

業とのマッチング支援を進めます。 
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４ 男性の意識改革・働き方改革と男性の課題への対応 

 

(1) 現状と課題 
 

①  男性の理解促進 

 男女共同参画・女性活躍に係る取組を推進することは、男性も女性も暮らしやすい多様
な幸せを実現する社会形成に資するものですが、依然として十分理解されていない現状が
あります。例えば、男性の育児休業取得について、多くの男性が肯定的に捉えているにも
関わらず、当事者が、他の男性は取得に否定的であると思い込むことで、取得を控えると
いった傾向が指摘されており、男性が家事・育児・介護等の家庭生活を営む上で生じる様
々な活動に積極的に参画していくことが、広く当然なこととして受け止められるよう、男
性を対象とした広報・啓発の強化が必要です。 

  また、男性が家事・育児・介護等の多様な経験を得ることは、マネジメント力の向上や
多様な価値観の醸成などを通じ職務における視野を広げるなど、男性自身の生き方やキャ
リア形成にとっても重要であることから、取得期間の延伸を含めた男性の育児休業の取得
促進など、男女共同参画への男性自身の理解促進や意識改革を図ることが必要です。 

  

 

②  男性の課題への対応 

男性の家庭や地域への参画が進まない理由の背景には、男性雇用者と無業の妻から成る
世帯が多い時代に形成された、長時間労働や転勤等を当然視する労働慣行や固定的な性別
役割分担意識があります。男女がともに仕事と生活を両立しつつ、その個性と能力を発揮
して活躍するためには、これまでの働き方を抜本的に見直す必要があります。 

そして、男性も家族の一員として家庭や地域活動に参画できるよう、育児休業の取得や
仕事と生活の両立支援制度の活用など、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場の
環境整備を推進することが必要です。【図 12】 

  また、仕事中心の生活を送ってきた男性は、地域社会とのつながりが薄くなりがちで、
定年退職後に地域社会から孤立することがあります。男性の孤立防止と地域参画による新
たな生きがいづくりや、高齢男性の能力を地域の活性化に活かすことが今後の大きな課題
となっています。 

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇男性の男女共同参画に対する理解促進のため、小中学生・高校生のころから家事・育児に
触れ合う機会を取り入れる等、啓発・広報を推進します。 

 
〇京都府庁における男性職員の育児休業取得率 100％を目指し、取組を進めます。 

 
〇男性の家事・育児への参画を進めるため、企業における労働時間の縮減や男性の育児休業

の取得及び取得期間延伸の促進に向けた意識改革など、働きやすい職場環境づくりを推進
します。 

 
〇育児休業等を理由とする男性に対する不利益な取り扱いをなくすため、ハラスメント防止

対策を推進します。 
 
〇男性が抱える生きづらさや孤独の解消に向け、男性相談員による相談窓口の設置など、孤

立しない環境整備を進めます。 
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５ 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 

 

(1) 現状と課題 
 

①  低収入・不安定雇用者の増加 

         男女の賃金格差や、多くの女性が出産・育児等のために退職し、再就職の際に非正規雇
用とならざるを得ないことなどから、低収入・不安定雇用の問題は女性にとってより深刻
です。京都府の女性の非正規雇用者の割合は５割を超えています。【図 13・図 14】 

       また、就職氷河期世代の非正規雇用の長期化やひきこもりも課題となっています。この
ような情勢のもとで、若者の非正規雇用の割合は 20.4%16であり、不安定な雇用形態や低収
入の若者の増加は、晩婚・非婚化や少子化の一因となっています。 

 

②  貧困等の生活困難 

         生活上の困難に陥りやすい女性に対し、セーフティネットの機能として、経済的な生活
上の困難に対応するとともに、貧困等を防止するための取組が重要です。女性の生活困難
については、特に低収入の母子世帯や、就業年数が短く年金収入等の少ない高齢単身女性
にとって深刻であり、女性の年代や就業形態、男女の雇用の機会・待遇の違いなどを視野
に入れた対策が必要です。貧困等生活上の困難に直面する女性は、自ら支援を求めること
が難しいことや、暴力による被害等が背景にある場合があることにも留意しながら、必要
な支援につなげていくことが重要です。 

         また、男性についても、地域における人間関係の希薄さや安易に援助を求めにくいとい
う意識から、経済的な生活困難に加えて地域社会における孤立による生活困難にも陥りや
すく、男性の意識や年代を視野に入れた対策が必要です。 

         なお、家庭の経済状況による子どもの教育機会の制約等により、貧困等の次世代への連
鎖が懸念されています。【図 15・図 16・図 17】 

  

③  多様な立場の人々への配慮 

地域で生活する多様な人々の中には、性的指向・性自認に関すること、障害があること、
外国人やルーツが外国であること、部落差別（同和問題）に関すること等に起因する様々
な人権問題により困難な状況におかれている方がおり配慮が必要です。近年インターネッ
トやスマートフォンの普及、ＳＮＳなどさまざまなサービスの拡大により、特定の個人・
集団に対するプライバシーの侵害や誹謗中傷、差別を助長する表現の掲載、ネットいじめ
の横行など、その匿名性や情報発信の容易さを悪用した人権にかかわる様々な問題が発生
しています。 
さらに、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景に、複合的に困難な状況

におかれている場合があることに留意して、男女共同参画の視点に立って必要な取組を行
うことが求められています。 

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇生活困窮者の状況に応じ、生活保護に至る前の段階で自立を促進するため生活困窮者自立
支援法等を活用し包括的・継続的支援を実施します。 

 
〇複雑・多様化する女性が抱える困難や課題に対し、民間団体とも連携し、相談体制を強化

して必要な支援につなげます。 
 
〇ひとり親家庭の実情に応じ、自立に向けた相談事業及び就業支援等、社会的孤立を防ぐ取

組を推進するとともに、貧困等が世代を超えて連鎖することを断ち切るための子どもへの
生活支援及び学習支援等を行う「こどもの城づくり事業」を実施します。 

 

 
16 「平成 30 年若年者雇用実態調査」(厚生労働省) 若年雇用者は、調査基準日現在で満 15～34 歳の労働者をさす 

Ⅱ 安心・安全な暮らしの実現 
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〇非正規雇用者の処遇改善や正社員への転換に向けた取組を推進します。 
 

〇性的マイノリティであること、障害があること、外国人やルーツが外国であること、部落
差別（同和問題）に関すること等に加え、女性であることで更に複合的に困難な状況にお
かれている場合があることに留意し、このような人々についての正しい理解を深め、包括
的な支援を行うとともに、社会全体が多様性を尊重する環境づくりを進め女性に対する複
合的な差別を防止します。 
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６ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

(1) 現状と課題 
 

①  性犯罪・性暴力、ＤＶ、ストーカー行為等の対策 
性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」

という。）、ストーカー行為等の暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。 
女性に対して行われる暴力の背景には、社会における男女が置かれた状況の違いや根深

い偏見等が存在しており、その根絶に向けては、社会・経済における男女間の格差是正や、
男女の人権尊重の徹底等の意識改革に取り組む必要があります。ＤＶはその多くが外部か
ら発見が困難な環境で行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄い傾
向にあります。このため、周囲も気がつかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻
化しやすいという特性があり、子どもの健全な成長を妨げる恐れがあります。ＤＶが子ど
もに悪影響を及ぼすことに鑑み、子どもに対する精神的ケア等の支援を充実させるととも
に、配偶者暴力相談支援センター等ＤＶ対応機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関
との連携協力を推進することが求められています。また、被害者支援の一環として、被害
者や子どもが地域で安全に生活するために、加害者に対する対策も必要です。 
さらに、デジタル化の進展、ＳＮＳなどのコミュニケーションツールの更なる広がりに

伴い、性犯罪やストーカー、リベンジポルノといった被害は一層多様化しており、京都性
暴力被害者ワンストップ相談支援センター（京都ＳＡＲＡ）や、京都ストーカー相談支援
センター（ＫＳＣＣ）等により対応が図られていますが、今後啓発等における関係機関の
連携体制の強化、きめ細かな相談、保護から自立支援に向けたサポートなど、市町村をは
じめ警察、大学や地域を含めた関係団体と連携した、より一層の取組が求められています。
【図 18・図 19】 
 

②  各種ハラスメントその他の人権侵害の対策 

         職場のセクシュアル・ハラスメントについては、過去３年間に勤務先でセクシュアル・
ハラスメントを受けたことがある人の割合は 6.3％となっています17。また、セクシュアル
・ハラスメント以外にも妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントに関する相
談件数が増えており、各種ハラスメントが重大な人権侵害であることの周知と、職場等に
おける実効性のある防止対策が必要です。 

  

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 

 

〇ＤＶ被害者自身や周囲の人々の被害への気づきを促し、地域における身近な相談から被害
者や子どもの保護・社会的自立までの切れ目のない支援を実施します。 

 
〇児童虐待防止対策とＤＶ防止対策について包括的に取り組み、児童虐待・ＤＶ防止連携推

進員の配置など、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターの連携体制を強化します。 
 
〇被害者支援の一環として、加害者自らが加害に気づき加害を繰り返さないための加害者プ

ログラムに取り組みます。 
 
〇幼少期から大人に至るまでそれぞれの世代に応じた教育や啓発を推進します。 
 
〇市町村における女性相談体制を強化するとともに、人間関係やＤＶなど様々な困難・課題

を抱える男性を対象に、相談窓口を設置します。 
 
〇京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター（京都ＳＡＲＡ）等、性被害者支援の関

係機関の連携による被害直後から中長期にわたる総合的支援を実施します。 
 

 
17 令和５年度厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査より 
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〇職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラス
メント、カスタマーハラスメント等、ハラスメント防止対策の強化に向けた事業主や労働
者等の意識啓発を行います。【再掲】 
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７ 生涯を通じた男女の健康支援 

 

(1) 現状と課題 

  

① 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 
人生 100 年時代が到来する中、府民一人ひとりが生涯にわたって健康な生活を送るために 

は、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、年代や生活スタイルに対応した適切な保
健・医療の推進が必要です。【図 20・図 21】 

京都府においては、男女とも平均寿命は年々伸びており、全国でも上位に位置しています
が、男性の健康寿命は全国平均より低く、平均要介護期間も長くなっています。【図 22】 

特に、女性の心身の状態は、年代や月経・妊娠・閉経等に伴う内分泌環境の変化によって
大きく変化するという特性があり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関
する健康と権利）」の視点をもって、それぞれの年代に応じた保健・医療、福祉を推進する
ことが重要です。 

また、性別を問わず適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含
めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行うプレコンセプション
ケアの取組を進めるとともに、女性特有の悩みを先進的な技術で解決するフェムテックの普
及、男女差に配慮した性差医療の推進、不妊に悩む男女のための支援や不妊治療支援も重要
です。 
 男性についても、長時間労働による健康への影響も考えられるところであり、長時間労働
の削減など、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組が必要です。 

 

② 仕事と健康課題の両立 
近年は、女性の就業等の増加、生涯出産数の減少による月経回数の増加、晩婚化等による 

初産年齢の上昇、平均寿命の延伸など様々な要因により女性の健康を脅かす疾病構造が変化
しています。 

働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性のライフステージごとの健康課題に起因す
る望まない離職等を防ぎ、女性が活躍し、また、健やかで充実した毎日を送ることができる
よう、女性の心身の健康に関する知識の向上や、社会的な関心を喚起することが重要です。 

また、男性についても、女性に比べて認知度は低いものの、更年期障害がみられるほか、
長時間労働による健康への影響も考えられるところであり、男女ともに、双方の健康課題に
対する理解やそれぞれの特性に応じた支援が求められています。 

 

③ 生涯にわたる健康の確保 
生涯にわたる健康を確保するためには、スポーツ習慣の有無が密接に関連することから、 

生涯を通じた健康づくりのための身体活動を推進するとともに、男性に比べ女性のスポーツ
習慣者の割合が低いことなどの課題を鑑み、女性のスポーツ参加を促進するための環境整備
が必要です。【図 21】 

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇人生 100 年時代に向け誰もが生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、性差や
年代、生活スタイルに対応した保健・医療、福祉を提供します。 

 
〇仕事と健康課題・治療との両立のため、男女が互いの性差に応じた健康についての理解を

深めるとともに、ライフステージごとの性差を踏まえた健康づくりへの取組を推進します。 
 

〇幼児期から社会人まで切れ目なく、性や妊娠に関する科学的な知識とライフデザインを考
える機会を提供するプレコンセプションケアの取組を推進します。 

 
〇企業に対する仕事と健康課題の両立を図るためのセミナーやフェムテックの活用について

普及啓発を進めます。 
 

〇子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け取組を推進します。 
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〇不妊治療に係る経済的な負担を軽減するため、全国トップクラスの不妊治療助成制度の更
なる充実と仕事との両立を図るための支援を実施します。 
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８ 男女共同参画についての理解の促進と教育・学習の充実  

 

(1) 現状と課題 
 

①  男女共同参画についての理解の促進 

男女共同参画を推進する様々な取組や法制度の整備が進んできたものの令和６年に実施さ
れた「男女共同参画社会に関する世論調査」（内閣府）によれば、男女の地位の平等感につ
いて、「男性の方が優遇されている」と回答した者の割合は 74.7％である一方、「平等」と
回答した者の割合は 16.7％に過ぎず、依然として、男女共同参画社会が実現したとは言い難
い状況です。その背景には、働き方・暮らし方の根底に、長年にわたり人々の中に形成され
た固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込み（アンコン
シャス・バイアス）があることが挙げられます。 
 家庭、職場・学校、地域社会等の場において、誰もが個性と意欲に応じて能力を十分に発
揮できる機会が確保されるよう、男女それぞれの自由な選択や活動を制約する要因となって
いる意識や制度、慣行を見直していく必要があります。 
 そのためには、男女共同参画に関心の高い層だけではなく、関心の低い層や次世代を担う
若者など、多様な立場の府民が、男女共同参画について自らの問題として捉え、理解を深め
られるような情報発信が必要です。 

 

②  教育・学習の充実 

 固定的な性別役割分担意識や固定観念は、往々にして幼少の頃から長年にわたり形成され
てきており、女性と男性のいずれにも存在し、進路選択や就業など様々なライフスタイルに
影響を与えています。男女共同参画を推進する全ての取組の基盤として、学校教育において、
子どもの発達段階に応じて早期から、男女共同参画についての理解促進のための教育を行う
ことが望まれます。また、男女ともに個性と能力に応じた職業選択やライフプランの形成が
可能となるよう、キャリア教育の視点からの教育の充実も重要です。 
 さらに、家庭教育の役割も重要であり、学校を通じて、また社会教育等によって保護者へ
の啓発も積極的に行う必要があります。 

 

③  メディアとの連携 

 新聞、テレビ、映画、ゲーム、インターネット、広告などのメディア（媒体）が発信する
情報は、府民の意識や社会に対して大きな影響力を持っていますが、メディア業界において、
意思決定過程に占める女性の割合はまだ少ない18状況です。インターネットからの情報を含
め、メディアから発信される情報については、男女共同参画が正しく理解されるように配慮
することや、女性の人権を侵害するような表現をしないよう常に配慮することが必要です。 

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇男性、子ども、若年層等を含め、男女共同参画が必要であることをあらゆる府民が共感で
きるよう、啓発の取組を強化するとともに、学校における発達段階に応じて、男女共同参
画に関する教育を充実します。 

 
〇多様なメディア関係者と連携し、男女共同参画に資する広告やコンテンツ等について積極

的な情報発信を推進します。 
 
○学校教育・啓発事業等を通じ、インターネット上の様々な情報について、ＩＣＴリテラシ

ーやメディア・リテラシー向上のため、児童生徒が主体的に収集・判断・表現・処理し、
発信・伝達する能力を獲得するための学習を促進します。 

 

 
18 放送業界における管理職に占める女性の割合：民間放送 16.9%、日本放送協会 13.5%（令和６年）。「令和６年度女性

の政策・方針決定参画状況調べ」（内閣府） 

Ⅲ 男女共同参画の実現に向けた基盤の整備 
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〇大学との連携や、京都府生涯現役クリエイティブセンターでのキャリアアップやキャリア
チェンジ等、多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実を図ります。 
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９「子育て環境日本一」の実現に向けた環境整備  
 

(1) 現状と課題 
 

①  京都府の取組と少子化の状況 

     京都府では、令和５年 12 月、子どもや子育て世帯をはじめ、全ての人にとって暮らしや
すい「子育て環境日本一」の京都の実現に向けて、４年ぶりに「京都府子育て環境日本一
推進戦略」を改定し、「子育てが楽しい風土づくり」「子どもと育つ地域・まちづくり」
「若者の希望が叶う環境づくり」「全ての子どもの幸せづくり」の４つの重点戦略を掲げ、
オール京都で少子化対策・子育て支援に取り組んでいます。 
しかし、京都府の令和６年の合計特殊出生率は対前年比 0.06 ポイント低下の 1.05 であ

り、今まで経験したことのない急速なスピードで少子化が進行しています。京都府ではと
りわけ若い世代の女性の未婚率が高いこと、平均初婚年齢が高いこと、第１子の出産年齢
が高いことが特徴となっています。【図 23】 

 

②  家庭での子育て等の支援 

子育て環境日本一の実現に向けては、戦略にも掲げる「ジェンダーギャップの解消なく
して少子化問題の解決無し」との考えの下、社会の仕組みや価値観の変革に取り組むこと
が求められています。 
また、家族形態の変化やライフスタイルの多様化が進む中、性別を問わず、適切な時期

に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）
や将来の健康について考える機会を持つことが重要です。 
さらに、少子高齢化の進行、経済情勢の悪化、家族や地域のつながりの希薄化等のなか 

で、子育て家庭の不安や負担感が高まるとともに、児童虐待等の家庭問題も複雑化してい 
ます。 

  子育て世帯の約７割は、子育てにおいて地域の支えが重要だと考えている一方で、地域 
における子育ての悩みを相談できる人がいる割合は約３割19になっています。また、夫の
家事・育児時間が長いほど妻の就業継続や第２子以降の生まれる割合が高くなる傾向があ
り、長時間労働の是正や働き方の見直し等によりワーク・ライフ・バランスを推進し、夫
が家事や育児に参加しやすい環境を整備することが課題となっています。【図８】 
子育ての不安や負担感の軽減、子育て家庭の孤立の防止等のため、家族や地域の人との絆
の中で子どもが大切にされ、地域コミュニティの中で、心身ともに健やかに成長できるよ
う、地域全体で見守り、支え合う取組を進める必要があります。 

 
(2) 重点的に取り組む主な取組 
 

〇子どもや子育て世帯をはじめ、全ての人にとって暮らしやすい「子育て環境日本一」の京
都の実現に向け、「子育てが楽しい風土づくり」「子どもと育つ地域・まちづくり」「若
者の希望が叶う環境づくり」「全ての子どもの幸せづくり」の４つの重点戦略を掲げ、オ
ール京都で総合的な施策展開を推進します。 

 
〇育休取得者の交流や復帰を支援する場の提供など、男女がともに仕事と子育ての両立を図

る上で必要となる仕組みづくりを推進します。【再掲】 
 

〇幼児期から社会人まで切れ目なく、性や妊娠に関する科学的な知識とライフデザインを考
える機会を提供するプレコンセプションケアの取組を推進します。【再掲】 

 
〇男性の家事・育児への参画を進めるため、企業における労働時間の縮減や男性の育児休業

の取得及び取得期間延伸の促進に向けた意識改革など、働きやすい職場環境づくりを推進
します。【再掲】 

 
〇京都府家庭支援総合センターを中核として、南部・北部家庭支援センターと連携し府域全

体の子育てをはじめとするさまざまな家庭問題の専門的・総合的な相談機関として、京都

 
19 令和３年度家庭教育の総合的推進に関する調査研究（文部科学省による委託事業） 
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市を含む市町村とも連携しながら、子育てなどに関する相談体制を充実させるとともに、
児童虐待の防止や早期の対応を進めます。 

 
〇妊娠や出産、子育て等に対する様々な悩み・不安に対して、専門家によるＳＮＳ相談窓口

の設置など、相談体制の充実を進めます。 
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１０ 災害等非常時における男女共同参画の推進 

 
(1) 現状と課題 

災害時・災害後には、平常時における固定的な性別役割分担意識を反映して、家事、子育て、 
介護等の負担が女性に集中するなど、社会の課題が一層顕著になって現れるため、平常時から
の男女共同参画の推進が、防災・復興を円滑に進める基盤となります。防災・復興における政
策・方針決定過程への女性の参画や施策への男女共同参画視点の反映が重要です。【図 24】 

   令和６年能登半島地震など大規模災害が頻発する中で、改めて平常時からの男女共同参画の 
視点を取り入れた防災体制の確立を一層進めていく必要があります。 

災害はいつ発生するか予測ができず避けることができませんが、二次被害を防ぐため平常 
時の備え、初動対応、避難生活、復旧・復興の各段階において、国の指針を踏まえ、男女共同
参画の視点による対策を浸透させることが必要です。 

 

(2) 重点的に取り組む主な取組 

 

〇防災・復興の活動や取組に女性参画が進むよう、京都府・市町村防災会議における女性委
員の登用拡大及び消防団への女性の入団・活躍を促進するとともに、初動段階から女性の
視点を活かした災害対応を行うため、府庁や市町村の危機管理部局の女性比率の向上に努
め、日頃から災害対応に係る知見・経験の蓄積を図ります。 

 
〇女性のニーズも踏まえ、地域の実情に応じて必要な災害用備蓄物資を確保します。 

 
〇京都府防災会議の女性委員や府及び市町村職員等による「多様な視点での防災対策意見交

換会」等により、女性等多様な視点を踏まえた防災対策の改善点を地域防災計画に反映し
ます。 

 
〇男女共同参画の視点による避難所運営、心身回復に向けた女性相談サポーター養成やネッ

トワークの構築等の防災・復興に向けた体制づくりを推進します。 
 
〇地域における様々な関係機関・団体との連携・協働する「京都府男女共同参画センター（ら

ら京都）」を拠点として地域で活動する団体・個人の発掘・育成を行うほか、活動情報を
一元化して発信し、さらなるネットワークの構築と相互連携を推進し、地域で活躍する女
性の参画を推進します。【再掲】 
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Ⅳ 推進体制 

 

(1) 推進体制の整備充実と連携強化 

  

 男女共同参画社会の実現に向けて、本計画にある広範かつ多岐にわたる取組を着実に展開
し、実効性を確保するためには、推進力を一層強化する必要があります。 

 また、ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍推進、ＤＶ対策等、社会全体で取組を進めて
いくべき課題に関して、京都府男女共同参画センター（らら京都）等の関係機関・団体との連
携を緊密にし、一体となって施策を推進できる体制が必要です。 

 

○京都府男女共同参画推進本部のもとで、京都府の組織内での横断的な施策調整を図り、男女
共同参画の視点により、総合的・効果的に施策を推進します。 

 

○京都労働経済活力会議のもと、公労使のオール京都体制により、ワーク・ライフ・バランス
の推進に係る中小企業の取組支援や府民への啓発を行います。 

 

〇総合就業支援拠点京都ジョブパークの「京都ジョブパークマザーズジョブカフェ」において、
子育てしながら働きたい女性やひとり親家庭の方などのニーズに応じて、就業や子育てをワ
ンストップで支援します。 

 

○経済団体等と行政（京都府・京都市・京都労働局）が連携した京都における女性活躍推進組
織「輝く女性応援京都会議」（平成 27 年３月発足）において、「京都女性活躍応援計画」の
推進により、オール京都で民間企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍
促進を図ります。 

 

○ＤＶ等の暴力根絶に向けて、「京都府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支
援に関する計画」の推進により、ＤＶ被害者自身や周囲による被害への気づきを促進し、地
域における身近な相談から被害者や子どもの保護・社会的自立までの切れ目のない支援を実
施します。 

 

○「京都府男女共同参画センター（らら京都））については、独立行政法人男女共同参画機構
とも連携し、地域における女性の活躍推進の拠点として、男女共同参画に関わりの深いＮＰ
Ｏや女性団体等だけでなく、地域の多様な団体との新たな連携・協働を図るとともに、市町
村や市町村の男女共同参画センターとの連携を一層進め、男女共同参画の視点からの地域の
防災力の推進を図ります。 

 

○女性の参画の拡大や人権尊重等の男女共同参画の課題は、国際的な取組と密接に関係してい
るため、男女共同参画に関する国際的な動きに留意するとともに、国際的な活動をしている
ＮＧＯ、ＮＰＯ等との連携を図ります。 

 

○女性の登用やワーク・ライフ・バランスの推進については、府民の取組を促すためにも、京
都府が率先して取り組みます。 

 

 

(2) 施策の評価 

 掲げた施策については、定期的に実施状況を確認し、京都府男女共同参画審議会等による評
価を行います。施策の評価にあたっては、施策の効果の把握に努めるとともに、可能な限り数
値目標や男女別統計等による客観的な評価を取り入れます。 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ 推進体制 
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数値目標 
 

 （想定する数値目標の項目） 
 
  具体的な数値目標については、最終案に盛り込む予定 
 

政策領域 分  野 項   目 

Ⅰ あ ら ゆ

る 分 野 に

お け る 女

性 の 参 画

拡大 

１政策・方針決定過程等へ

の女性の参画の拡大 
１ 府の女性管理職比率（課長級以上） 

２ 府の審議会等委員に占める女性比率（職務指定委員含む） 

３ 企業の役職者の女性比率 

２生活の場（家庭・地域）

における男女共同参画の

推進 

４ 男女共同参画計画を策定した市町村割合 

５ 農業委員に占める女性の割合 

３就労・雇用等における男

女共同参画の推進と仕事

と生活の調和 

６ 労働時間が週 60 時間以上の男性の割合 

７ 
多様な働き方、ワーク・ライフ・バランス等の取組を導入

・実践している企業数 

８ 10 代～20 代の女性の転入超過数 
４男性の意識改革・働き方

改革と男性の課題への対

応 

９ 府庁男性職員の育児休業取得率 

10 民間企業における男性の育児休業取得率 

Ⅱ安心・安

全 な 暮 ら

しの実現 

５貧困、高齢、障害等によ

り困難を抱えた女性等が

安心して暮らせる環境の

整備 

11 生活困窮者自立支援制度による就職者数 

６女性に対するあらゆる

暴力の根絶 
12 ＤＶ被害者のうち、社会的自立に向けた生活を始めた人の

割合 
７生涯を通じた男女の健

康支援 
13 がん検診受診率（乳がん、子宮頸がん） 

14 保険者とともに健康経営20に取り組む企業数 

Ⅲ 男 女 共

同 参 画 社

会 の 実 現

に 向 け た

基 盤 の 整

備 

８男女共同参画について

の理解の促進と教育・学習

の充実 

15 今の社会は、性別によってやりたいことが制限されている

と思わない人の割合 

16 初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割合 

９「子育て環境日本一」の

実現に向けた環境整備 
17 保育所の待機児童数 

18 子育ての悩みを気軽に相談できる人がいる親の割合 
10 災害等非常時における

男女共同参画の推進 
19 京都府防災会議の委員に占める女性比率 

20 消防団における女性団員の人数 

 

 
20 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること 
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年度 数値

1 元 15.1% 18.5% △ 21%
単
年

2 元 36.8% 35.5% △ 40%
単
年

3 30

係長相当職

23.3％
課長相当職

14.2％

係長相当職

21.4％
課長相当職

10.9％

△

係長相当職
 30%

課長相当職
 18%

単
年

4 元 80.8% 84.6% △ 100%
単
年

5 元 -383人 -1,881 △
0以上

（転入超過）
単
年

6 元 11.5% 12.7% △ 30%
単
年

7 29 13.9%
8.8%
(R4年)

△ 5％ (R4年）
単
年

8 元 457社 691社 ○ 750社
累
計

9 元 15.2%
91.1％

（順位はR7.12
頃確定予定）

－
全国都道府県
中第１位
（6年度）

単
年

10 2 10.0% 42.1% ○ 30%
単
年

貧困、高齢、障害等
により困難を抱えた
女性等が安心して暮
らせる環境の整備

11 元
1,390人

(H28～R元）
998人 △

2,000人
(R3～R7累計）

累
計

女性に対するあらゆ
る暴力の根絶 12 29 42.9% 46.7% △ 50% (毎年度）

単
年

生涯を通じた男女の
健康支援

13 元

乳がん：
39.4%

子宮がん：
38.5%

乳がん：
42.9%

子宮がん：
38.8%
(R4年)

△ 全て50％
単
年

14 元 49.1% 48.9% △ 70%
単
年

15 元
校長　21.7%
副校長・教
頭　 22.6%

校長
24.7%
副校長
・教頭
27.2%

○
校長　25%
副校長・教頭
25%

単
年

16 元 86人 14 ○ 0
単
年

17 元 89.5% 88.1% △ 90%以上
単
年

18 元 32.5% 31.7% △ 40%
単
年

19 元 80.8% 96.2% ○ 100%
単
年

20 元 746人 791人 ○
800人

（累計）
累
計

○：順調に進捗 30.0%

65.0%

5.0%

△：進捗率低い 13

未定等 1

女性委員がいる市町村防災会議の割合

消防団における女性団員の人数

6

Ⅱ　安
心・安全
な暮らし
の実現

生活困窮者自立支援制度による就職者数
（R3～R7累計）

DV被害者のうち、社会的自立に向けた生活
を始めた人の割合

がん検診受診率京都府保健医療計画で目標
設定（全て５０％をめざす）

Ⅲ　男女
共同参画
社会の実
現に向け
た基盤の
整備

男女共同参画につい
ての理解の促進と教
育・学習の充実

今の社会は、性別によってやりたいことが
制限されていると思わない人の割合

初等中等教育機関の教頭以上に占める
女性の割合（校長、副校長・教頭）
(国立・公立・私立含む。小学校、中学
校・義務教育学校、高等学校・中等教育学
校、特別支援学校における割合）

「子育て環境日本
一」の実現に向けた
環境整備

保育所の待機児童数

子育ての悩みを気軽に相談できる人がいる
親の割合

災害等非常時におけ
る男女共同参画の推
進

京都府防災会議の委員に占める女性比率
（職務指定委員除く）

Ⅰ　あら
ゆる分野
における
女性の参
画拡大

政策・方針決定過程
等への女性の参画の
拡大

府の女性管理職員比率（課長級以上）

府の審議会等委員に占める女性比率
（職務指定委員含む）

企業の役職者の女性比率
（府内の労働者30人～300人の企業）

生活の場（家庭・地
域）における男女共
同参画の推進

男女共同参画計画を策定した市町村割合

10代～20代の女性の転入超過数
（マイナスは転出超過）

就労・雇用等におけ
る男女共同参画の推
進と仕事と生活の調
和

農業委員に占める女性の割合

労働時間が週60時間以上の男性の割合

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス
認証企業数

男性の意識改革・働
き方改革と男性の課
題への対応

府庁男性職員の育児休業取得率

民間企業における男性の育児休業取得率
(府内の労働者30人～300人の企業）

目標値
(7年度)

「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」の取組（令和３年度～７年度）の評価

政策領域 分　　　野 番号 項目名
基準値

R6実績

「KYOのあけぼのプラン（第４次）」では、20の数値目標（目標年度は令和７年度）を設定しています。令和６年度実績は、対
象期間５年間の４年目であるため、進捗率80％を目安とし、それを超えている項目は６項目（30％）です。これらは、概ね目標

の達成が見込めます。その他の項目については、目標の達成に向けて引き続き努力します。

○：「順調に進捗」→５年間の４年目のため進捗率８０％以上

△：「進捗率低い」→進捗率８０％未満
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京都府男女共同参画審議会及び施策見直し検討部会委員 

委員定数 15 名 

 

 

 

 

審議会
 

部会
 

氏名
 

現職
 

会長  伊
い

 藤
とう

 公
きみ

 雄
お

 京都大学名誉教授／大阪大学名誉教授 

会 長 代 理 委員 上
うえ

 田
だ

 達
たつ

 子
こ

 同志社大学法学部教授 

委員  上 田
う え だ

 清 和
きよかず

 一般社団法人京都経営者協会専務理事 

委員  岡 野
お か の

 路 子
み ち こ

 株式会社岡野組取締役副社長 

委員 委員 斧
お の

出
で

 節 子
せ つ こ

 京都華頂大学名誉教授 

委員  各 務
か か み

 宇
た か

春
はる

 京都府立高等学校ＰＴＡ連合会顧問 

委員  柴 田
し ば た

  悠
はるか

 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 

委員 委員 鈴鹿
す ず か

 可奈子
か な こ

 株式会社聖護院八ツ橋総本店代表取締役社長 

委員  園 田
そ の だ

 仁
ひ と

志
し

 公募委員 

委員  竹 安
た け や す

 栄 子
ひ で こ

 京都女子大学学長 

委員 部会長 中 村
なかむら

  正
ただし

 
立命館大学特任教授／一般社団法人 UNLEARN 代

表理事 

委員 委員 西 岡
にしおか

  歩
あゆみ

 日本労働組合総連合会京都府連合会副事務局長 

委員  森 田
も り た

 明 男
あ き お

 公募委員 

委員  森 本
も り も と

 昌 史
ま さ ふ み

 京都府立医科大学看護学科医学講座小児科学教授 

委員 委員 安井
や す い

 美佐子
み さ こ

 京都府連合婦人会会長 
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施策見直しの検討経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

年月日 会議等 主な内容 

令和７年 

５月２７日 
男女共同参画審議会 

・KYO のあけぼのプラン（第４次）施策見直しの進め

方・方向性について改定について検討 

・施策見直し検討部会を設置 

７月９日 第１回検討部会 

・部会長の選任 

・施策見直し全体の進め方・方向性について検討 

・重点分野別の施策見直し検討 

  １．あらゆる分野における女性の参画拡大 

  ２．生活の場（家庭・地域）における男女共同参

画の推進 

 

８月５日   

 

第２回検討部会 

・重点分野別の施策見直し検討 

  ３．就労・雇用等における男女共同参画の推進と

仕事と生活の調和 

  ４．男性の意識改革・働き方改革と男性の課題へ

の対応 

  ５．貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性

等が安心して暮せる環境の整備 

  ６．女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

８月２９日 

 

第３回検討部会 

・重点分野別の施策見直し検討 

  ７．生涯を通じた男女の健康支援 

  ８．男女共同参画についての理解の促進と教育・

学習の充実 

  ９．「子育て環境日本一」の実現に向けた環境整

備 

  10．災害非常時における男女共同参画の推進 

 

１０月１日 

 

第４回検討部会 
・KYO のあけぼのプラン（第４次）施策見直し（中間

案）の検討 

  

１１月５日 

 

男女共同参画審議会 
・KYO のあけぼのプラン（第４次）施策見直し（中間

案）の審議 
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関 係 年 表 
 

 国 際 機 関 の 動 き 日 本 の 動 き 京 都 府 の 動 き 

1975年（昭50） 

 

 

・国際婦人年（目標：平等、発展、平和）・国

際婦人年世界会議（メキシコシティ） 

・｢世界行動計画｣採択 

・婦人問題企画推進本部設置 

・婦人問題企画推進本部会議開催 

 

 

 

 

  

  

国 

連 

婦 

人

の

十 

年 

 

 

76 

か

ら 

85 

 

1977年 

(昭52) 

 

 

 

 

・｢国内行動計画｣策定 

・国立婦人教育会館開館 

 

・女性政策担当窓ロ設置 

・京都府婦人関係行政連絡会設置 

・京都府婦人問題協議会設置 

1979年 

(昭54) 

・国連第34回総会｢女子差別撤廃条約｣

採択 

 

 

・｢京都府婦人大学｣開設 

・｢京都府婦人対策推進会議｣設置 

1980年 

(昭55) 

 

 

・｢国連婦人の十年｣中間年世界会議  

（コペンハーゲン） 

・｢国連婦人の十年後半期行動プログラ

ム｣採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981年 

(昭56) 

 

 

 

 

・｢国内行動計画後期重点目標｣策定 

 

・｢京都府婦人の船｣実施 

・｢婦人の地位の向上と福祉の増進を図る京

都府行動計画｣策定 

1982年 

(昭57) 

 

 

 

 

・京都府立婦人教育会館開館 

・｢京都府婦人海外研修｣実施 

1985年 

(昭60) 

 

・｢国連婦人の十年｣ナイロビ世 界会議

（西暦 2000 年に向けての）｢婦人の地位

向上のためのナイロビ将来戦略｣採択 

・｢国籍法｣改正 

・｢男女雇用機会均等法｣公布 

・｢女子差別撤廃条約｣批准 

・国連婦人の十年最終年記念大会 

－京都女性のフォーラム'85－開催 

 

1986年（昭61） 

 

 

 

 

 

・婦人問題企画推進本部拡充：構成を全省

庁に拡大 

・婦人問題企画推進有識者会議開催 

・｢男女雇用機会均等法｣の施行 

 

 

 

1987年（昭62） 

 

 

 

・｢西暦2000年に向けての新国内行動計

画｣策定 

・京都婦人関係行政推進会議発足 

・京都府婦人問題検討会議設置 

1989年（平元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習指導要領の改訂（高等学校家庭科

の男女必修等） 

 

 

 

 

・｢KYOのあけぼのプラン｣策定 

・女性政策課設置 

・女性政策推進本部設置 

・京都府女性政策推進専門家会議設置 

・｢ＫＹＯのあけぼのフェスティバル｣開催、｢京都

府あけぼの賞｣創設 

1990年（平２） 

 

 

 

・国連婦人の地位委員会拡大会議・国連

経済社会理事会｢婦人の地位向上のため

のナイロビ将来戦略に関する第１回見直

しと評価に伴う勧告及び結論｣採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991年（平３）  ・｢育児休業法｣公布  

1993年（平５） 

 

・国連第48回総会｢女性に対する 

暴力の撤廃に関する宣言｣採択    

 

 

 

 

1994年（平６） 

 

 

 

 

 

・男女共同参画室設置 

・男女共同参画番議会設置（政令） 

・男女共同参画推進本部設置 

 

 

 

1995年（平７） 

 

 

・第４回世界女性会議－平等、 

開発、平和のための行動（北京）  

｢北京宣言及び行動綱領｣採択 

 

・｢育児休業法｣改正（介護休業制度の法制

化）｣ 

 

・｢京の女性史｣発刊 
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 国 際 機 関 の 動 き 日 本 の 動 き 京 都 府 の 動 き 

1996年（平８） 

 

 

 

 

 

・男女共同参画推進連携会議（えがりてネ

ットワーク）発足 

・｢男女共同参画2000年プラン｣策定 

・｢KYOのあけぼのプラン｣改定 

・京都府女性総合センター設置 

 

 

1997年（平９） 

 

 

 

・男女共同参画審議会設置（法律） 

・｢男女雇用機会均等法｣改正 

 

 

 

1998年（平10）  ・男女共同参画審議会｢男女共同参画社会基

本法－男女共同参画社会を形成するための

基礎的条件づくり－｣答申 

 

1999年（平11） 

 

 

 

・｢男女共同参画社会基本法｣公布、 施行  

 

2000年（平12） 

 

・国連特別総会｢女性2000年会議｣ 開催

（ニューヨーク） 

・｢男女共同参画基本計画｣策定 

 

 

 

2001年（平13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画会議設置、男女共同参画局

設置 

・｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律(ＤＶ防止法)｣施行 

・第１回男女共同参画週間 

・閣議決定｢仕事と子育ての両立支援策の方

針について｣ 

 

・｢京都府男女共同参画計画－新ＫＹＯのあ

けぼのプラン｣策定 

 

 

 

 

 

2003年(平 15) 

 

 

 

・男女共同参画推進本部決定｢女性のチャレ

ンジ支援策の推進について｣ 

 

 

 

2004年(平 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・｢ＤＶ防止法｣改正及び同法に基づく基本

方針策定 

 

 

 

・｢京都府男女共同参画推進条例｣施行 

・｢京都府男女共同参画審議会｣設置 

・｢女性チャレンジ相談｣開催 

・｢女性チャレンジネットワーク会議｣開催 

2005年(平 17) 

 

 

 

 

・国連｢北京＋10｣世界閣僚級会合 （ニ

ューヨーク） 

 

 

 

・｢男女共同参画基本計画（第２次）｣策定 

・｢女性の再チャレンジ支援プラン｣ 策定 

 

・審議会｢京都府におけるチャレンジ支援

方策について｣意見書提出 

・｢女性チャレンジオフィス｣開設 

・アクションプラン｢女性発・地域元気力

｢わくわく｣プラン｣策定 

 

2006年(平 18) 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画推進本部決定｢国の審議会等

における女性委員の登用の促進について｣ 

・｢男女雇用機会均等法｣改正 

・｢配偶者等からの暴力の防止及び被害

者の保護・自立支援に関する計画｣策定 

・｢女性の再就職支援｣開始 

2007年(平 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・｢ＤＶ防止法｣改正 

・｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章｣、｢仕事と生活の調和のため

の行動指針｣策定 

・新ＫＹＯのあけぼのプラン後期施策の

重点項目及び数値目標策定 

・｢地域女性チャレンジオフィス｣開設 

・｢地域女性わくわくスポット｣設置 
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 国 際 機 関 の 動 き 日 本 の 動 き 京 都 府 の 動 き 

2008年(平 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・京都府女性総合センターを京都府男女共

同参画センターに名称変更 

・｢女性の参画加速プログラム｣策定 

 

 

 

・｢配偶者等からの暴力の防止及び被害

者の保護・自立支援に関する計画｣改定 

・男女共同参画課に課名改称 

・｢ワーク・ライフ・バランス推進コ

ーナー｣開設 

2009年(平 21) 

 

 

 

 

 

・男女共同参画のシンボルマーク決定 

 

・新計画検討部会設置 

・｢男女共同参画に関する府民意識調査｣

実施 

2010年（平22） 

 

・第54回国連婦人の地位委員会｢北京＋

15｣記念会合開催（ニューヨーク国連本

部） 

・第３次男女共同参画基本計画の策定 

・｢仕事と生活の調和憲章｣及び｢仕事と生活

の調和推進のための香道指針｣改定 

・京都府家庭支援総合センター開所 

・マザーズジョブカフェ開設(8月) 

・｢配偶者等からの暴力に関するネットワーク

京都会議｣を設置 

・｢京都仕事と生活の調和行動計画｣策定 

 

2011年（平23） 

 

・UN Women (ジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメントのための国連機関)発足 

 

 ・｢京都府男女共同参画計画－ＫＹＯのあけぼ

のプラン(第3次)後期施策｣策定 

・マザーズジョブカフェ北部サテライト開設

(4月) 

・ワークライフバランスセンター開設(11月) 

 

2012年（平24） 

 

・第56回国連婦人の地位委員会｢自然災

害におけるジェンダー平等と女性のエン

パワーメント｣決議案採択 

・改正育児介護休業法の全面施行 

・女性活力・子育支援担当大臣を任命 

・第１回京都女性起業家賞 

 

2013年（平25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・｢ストーカー規制法｣改正 

・｢ＤＶ防止法｣改正（対象被害者の追加等）

（H26 施行）、｢ＤＶ防止法に基づく基本方

針｣改定 

・｢男女共同参画の視点からの防災・復興の

取組指針｣策定 

・｢京都仕事と生活の調和行動計画（第２次）｣

策定 

 

 

 

 

 

2014年(平 26) 

 

 

・第58回国連女性の地位委員会｢自然災

害におけるジェンダー平等と女性のエン

パワーメント｣決議案採択 

 

 

・｢男女雇用機会均等法｣改正 

・女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ

ム｢WAW! Tokyo 2014｣開催（以降、毎年開

催） 

･北京都ジョブパークマザーズジョブカフェ

開設 

・｢配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保

護・自立支援に関する計画｣改定 

･輝く女性応援会議in京都開催 

2015年(平 27) 

 

 

 

 

 

 

・国連｢北京＋20｣記念会合（第59回国連

女性の地位委員会（ニューヨーク）） 

・第3回国連防災世界会議（仙台）｢仙台

防災枠組｣採択 

・UN WOMEN日本事務所開設 

・｢持続可能な開発のための2030アジェ

ンダ｣(SDGs)採択 

 

 

 

・｢女性活躍加速のための重点方針2015｣策

定（以降、毎年策定） 

・｢女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（女性活躍推進法）｣公布、一部施

行（翌年、全面施行） 

・性犯罪に関する「刑法」改正 

・｢第4次男女共同参画基本計画｣閣議決定 

 

・輝く女性応援京都会議発足、行動宣言採択 

・京都性暴力被害者ワンストップ相談支援セ

ンター(京都ＳＡＲＡ)開所 
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 国 際 機 関 の 動 き 日 本 の 動 き 京 都 府 の 動 き 

2016年(平 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｇ７伊勢志摩サミット開催（首脳宣言（女

性の活躍推進はＧ７の共通のゴール）） 

・｢育児・介護休業法｣及び｢男女雇用機会均

等法｣改正 

・｢女性活躍推進法｣全面施行 

・｢ＫＹＯのあけぼのプラン(第3次)｣後期施

策策定 

・｢京都女性活躍応援計画｣策定 

・京都ウィメンズベース発足(8月) 

 

2017年(平 29) 

 

 

 

 

 

 

 

・｢刑法｣改正（強姦罪の構成要件及び法定

刑の見直し等） 

・輝く女性応援京都会議（地域会議）発足 

・｢京都ウィメンズベースアカデミー｣開設 

・｢京都女性活躍応援男性リーダーの会｣発足 

2018年(平 30) 

 

 

 

 

・｢途上国の女児・思春期の少女・女性の

ための質の高い教育の推進に関するシャ

ルルボワ宣言｣、｢デジタル文脈における

ジェンダーに基づく暴力の撲滅に関する

シャルルボワ・コミットメント｣(G７シャ

ルルボワ・サミット) 

・｢APEC女性と経済フォーラム2018声明｣

採択 

･Ｇ20ブエノスアイレス・サミット開催 

・｢(改正)子ども・子育て支援法｣の施行 

・｢政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律｣公布、施行 

・｢女性活躍加速のための重点方針2018｣決

定 

・｢セクシュアル・ハラスメント対策の強化

について～メディア・行政間での事案発生

を受けての緊急対策～｣の策定 

・第30回あけぼのフェスティバル開催 

・｢配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保

護・自立支援に関する計画｣改定 

2019年(令元) 

 

 

 

 

 

・Ｗ20日本開催（第５回WAW！と同時開

催） 

・IOL(国際労働機構)、ハラスメント禁止

条約採択 

 

 

 

・｢働き方改革関連法｣公布、一部施行 

・｢女性活躍推進法｣の一部を改正する法律｣

公布、一部施行 

・｢男女雇用機会均等法｣の改正 

・｢育児・介護休業法｣の改正 

 

・｢京都女性活躍応援計画｣改定 

・所管部が｢府民生活部｣から｢府民環境部｣に

変更 

・新計画検討部会設置 

・｢男女共同参画に関する府民意識調査｣実施 

・｢WIT Kyoto｣開催 

2020年（令2） ・COVID-19 の世界的流行 ・｢ＤＶ防止法に基づく基本方針｣改定 

・｢女性活躍・パワハラ規制法｣施行 

・「育児・介護休業法」の改正 

・｢第5次男女共同参画基本計画｣閣議決定 

・｢ＫＹＯのあけぼのプラン(第4次)｣策定 

 

2021年（令3）  ・「育児・介護休業法」の改正  

2022年（令4）  ・「女性活躍推進法」の改正 

・「育児・介護休業法」の改正 

・「AV出演被害防止・救済法」の施行 

 

2024年（令6）  ・「困難女性支援法」の施行 

・「配偶者暴力防止法」の施行 

・「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る京都府基本計画」策定 

・「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の

保護・自立支援に関する計画（第５次）」改

定 

2025年（令7）  ・「育児・介護休業法」の改正 

・「女性活躍推進法」の改正 

・「独立行政法人男女共同参画機構法」の

成立(国立女性教育会館を改組) 
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■ 関 係 デ ー タ 

 

 

 

図１  「指導的地位」等に女性が占める割合（全国） 
 
図２   民間企業における管理職に占める女性割合の推移（企業規模 100 人以上）（全国） 
 
図３   民間企業における役職者の女性の状況（企業規模 30 人以上 3000 人以下）（京都府） 
 
図４   共働き等世帯数の推移（全国） 
 
図５   女性の年齢階級別有業率（京都府） 
 
図６  IT 技術者の男女比率（全国） 
 
図７  起業者に占める女性の割合（全国） 
 
図８   １日あたりの夫婦の家事・育児・介護関連時間（週平均時間）（京都府） 
 
図９  労働時間が週 60 時間以上の雇用者割合（京都府） 
 
図１０ 介護・看護による離転職者（京都府） 
 
図１１ 出身地を離れた理由（全国） 

   (東京圏以外出身者で、現在は東京圏に住んでいる者のうち、自分の都合で出身地域を離れた者)  
 
図１２ 男性・育児休業取得状況（全国） 
 
図１３  非正規雇用者割合の推移（京都府） 
 
図１４  雇用形態、性、年齢階級別賃金（全国） 
 
図１５ 生活保護世帯の推移（京都府） 
 
図１６  ひとり親家庭の推移（京都府） 
 
図１７ 母子世帯の母及び父子世帯の父の年間就労収入の構成割合（全国） 
 
図１８ 配偶者暴力相談支援センターの相談件数（京都府） 
 
図１９ ストーカー事案に関する認知件数（京都府） 
 
図２０  男女で異なる健康課題（全国） 
 
図２１ 健康上の問題で仕事、家庭等への影響がある者の数及び割合（全国） 
 
図２２ 平均寿命と健康寿命（京都府） 
 

図２３ 平均出生時年齢（母）の推移（京都府） 

 

図２４ 都道府県防災会議数と委員に占める女性割合の推移（全国） 
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◎「指導的地位」等に女性が占める割合（全国） 
図１ 

（備考）1. 原則として内閣府「政策・方針決定過程への女性の参画状況」(令和６年）より作成。 

           ただし*は令和４年のデータ。（）は前回調査時のデータ。 

           ○印は総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」調査（令和６年 12 月 31 日現在）より作成。 

    2. ★印は、第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定）において当該項目が成果目標として掲げられているもの。 
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◎ 民間企業における管理職に占める女性割合の推移 

 （企業規模 100 人以上）（全国） 

◎ 民間企業における役職者の女性の状況 

  （企業規模 30 人以上 300 人以下）（京都府） 
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◎ 共働き等世帯数の推移（全国） 図 ４

◎ 女性の年齢階級別有業率（京都府） 図 ５
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（備考）1.総務省「就業構造基本調査」より作成。
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（備考）1. 昭和55年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」（各2月。ただし、昭和55年から57年は各年3月）14年以降
は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」と
では、調査方法、調査月等が相違することから、時系列比較には注意を要する。

2.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）
の世帯。平成30年は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び
失業者）の世帯。

3.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者（非正規の職員・従業者を含む）の世帯。
4. 平成22年及び23年の［ ］内の実数は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

（備考）総務省「就業構造基本調査」より作成。 

 

（％） 

◎ 共働き等世帯数の推移（全国） 

◎ 女性の年齢階級別有業率（京都府） 
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◎  IT 技術者の男女比率（全国） 

◎ 起業者に占める女性の割合（全国） 
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◎ 1 日あたりの夫婦の家事・育児・介護関連時間（週平均時間）（京都府） 
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◎ 介護・看護による離転職者（京都府） 

◎ 労働時間が週 60 時間以上の雇用者割合（京都府） 
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（備考）1. 「令和６年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」（令和６年度内閣府委託調査）より作成。 

      回答者は 18～39 歳の男女 

    2. 自分の都合（進学や就職など）で、中学校卒業時点に住んでいた地域から転居し（離れ）たと回答した者に対し、「あなたが自分 

     の都合で、中学校卒業時点に住んでいた地域から転居した（離れた）理由を教えてください（いくつでも）」と質問。 

    3. 東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 

     東京圏以外出身者で、現在東京圏に住んでいる者：中学校卒業時点では東京圏以外に居住しており、現在は東京圏に居住している者。 

   

          ◎ 出身地を離れた理由（全国） 

（東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる者のうち、自分の都合で 

 出身地域を離れた者） 

図 11 
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◎ 男性・育児休業取得状況（全国） 

◎ 非正規雇用者割合の推移（京都府） 
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◎雇用形態、性、年齢階級別賃金（全国） 



- 43 - 

◎ 生活保護世帯の推移（京都府） 

◎ ひとり親家庭の推移（京都府） 
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◎ 母子世帯の母及び父子世帯の父の年間就労収入の構成割合（全国） 
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◎ ストーカー事案に関する認知件数（京都府） 

◎ 配偶者暴力相談支援センターの相談件数（京都府） 
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◎ 男女で異なる健康課題（全国） 

◎ 健康上の問題で仕事、家事等への影響がある者の 

数及び割合（全国） 
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◎ 平均寿命と健康寿命（京都府） 
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◎ 平均出生時年齢（母）の推移（京都府） 

◎ 都道府県防災会議数と委員に占める女性割合の推移（全国） 


